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 議 題 

○ 給与審査申立事案に関する決定 

令和６年第３５号事案 

申立内容：別居している子２名を扶養親族と認定し扶養手当を支給すること 

 

 議事の概要 

 

○ 議題「令和６年第３５号事案」について、担当局から、申立人は扶養の事実等

を証明するに足る書類の提出ができておらず、申立人の子らが扶養親族に該当す

ることの事実確認ができないとして扶養手当を不支給とした当局の対応に不当な

点は認められず、本件給与決定を更正すべき理由は認められないため、申立てを

棄却することが適当であるとの説明があった。 

同事案については、申立てを棄却すると、三人事官一致で議決された。 

 

 

 


